
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

 当社は取締役・監査役を中心として、当社グループにふさわしいコーポレート・ガバナンスを構築し、その充実を図っています。そして、グループ全体
として、株主・顧客・従業員・地域社会等のステークホルダーの皆様に対しても透明性の高い経営を行い、円滑な関係を構築しながら、効率的で健全
な経営を維持することにより企業価値を向上させることを、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としています。  

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

３．企業属性 

４．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

 

 JASDAQ に上場している川重冷熱工業（株）の議決権の83.59％（内、間接保有0.07％）を所有をしています。 
 同社は、ボイラ及び空調機器の製造・販売を独自に行っており事業としての独立性は高いが、グループにおける重要な子会社と位置づけ、当社か
ら社外取締役・社外監査役を派遣することにより監督機能を強化し、ガバナンスの充実を図っています。  

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES,LTD.
コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE

最終更新日：2010年7月8日

川崎重工業株式会社
長谷川 聰

問合せ先：078-371-9533

証券コード：7012

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

氏名または名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口） 66,043,000 3.95

株式会社みずほ銀行 57,443,650 3.44

ＪＦＥスチール株式会社 56,174,400 3.36

日本生命保険相互会社 54,016,659 3.23

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 49,400,000 2.95

東京海上日動火災保険株式会社 43,304,589 2.59

川崎重工共栄会 32,181,192 1.92

川崎重工業従業員持株会 31,829,178 1.90

株式会社三井住友銀行 26,828,453 1.60

日本興亜損害保険株式会社 24,769,999 1.48

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、大阪 第一部、名古屋 第一部

決算期 3月

業種 輸送用機器

（連結）従業員数 1000人以上

（連結）売上高 1兆円以上

親会社 なし

連結子会社数 50社以上100社未満



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

現状の体制を採用している理由 

 当社では、業務執行から独立した取締役を置き、経営全般に対する取締役会の監督・監視機能を強化しています。また、当社との取引関係等の利
害関係のない２名の社外監査役（うち１名は独立役員）を選任することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するとともに、財務及び会計
に関する相当程度の知見を有する監査役を選任した上で、社内監査役と社外監査役との情報共有を行い、経営監視機能の充実を図っています。 
 これらの理由により、当社では社外取締役を設置しておりません。  

【監査役関係】 

監査役と会計監査人の連携状況 

 監査役及び監査役会は、会計監査人からの監査計画の概要、監査重点項目の報告を受け、監査役会からも会計監査人に対し監査役監査計画の
説明を行っています。監査結果については定期的（年２回）に報告を受け、情報交換や意見交換を行うなど連携を図っています。また、必要に応じて
会計監査人の監査に立ち会うほか、会計監査人からは適宜監査に関する報告を受けています。  

監査役と内部監査部門の連携状況 

 内部監査部門である監査部が、監査役に対し、内部監査の結果報告を行っています。また、監査役と監査部は月次で情報交換を行っており、それ
ぞれの監査結果・指摘事項等の情報を共有しています。  

会社との関係(1)

 

会社との関係(2) 

組織形態 監査役設置会社

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 12名

社外取締役の選任状況 選任していない

監査役会の設置の有無 設置している

監査役の人数 4名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
土井 憲三 弁護士    ○    ○  

岡 道生 他の会社の出身者        ○  

※１ 会社との関係についての選択項目

a

 

親会社出身である

b その他の関係会社出身である

c 当該会社の大株主である

d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している

e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f
当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるもの
である

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている

h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している

i その他

氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外監査役を選任している理由

土井 憲三 ───
弁護士としての高い見識とさまざまな経験を生かし、公正
かつ独立した立場からの意見を取り入れることにより、監
査機能を充実させるため。



その他社外監査役の主な活動に関する事項 

原則的に取締役会、監査役会にすべて出席しています。  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

経営管理指標としている投下資本利益率（ＲＯＩＣ＝（税引前利益＋支払利息）÷投下資本）に、報酬を連動させています。  

該当項目に関する補足説明 

―――  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明

 

株主総会決議に基づき支払った額の総額を記載しています。 
 
なお、平成21 年度（平成21 年4 月1 日～平成22 年3 月31 日）において、当社が支払った報酬は次のとおりです。 
 
株主総会決議に基づく限度額の範囲内で支払った報酬 
 
 取締役 575 百万円 監査役 75 百万円(うち社外監査役 13 百万円)  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

監査役付として専任者及び監査部長が、社外監査役を含めて全監査役をサポートしています。 
監査役会、業務監査の場を通じて、常勤監査役から社外監査役に情報提供を行っています。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

 

（１）業務執行 
 当社は、監査役設置型を採用しており、取締役が経営戦略の立案と業務執行の監督にあたるとともに、監査役が監査を行っています。また、経営
環境の変化に迅速に対応できる体制とするため、執行役員制の下で、取締役会において選任された執行役員が業務執行を行っています。 
 
 業務執行にあたっての基本目標・方針は、取締役会において経営計画を編成するなかで決定され、全執行役員に直ちに示達されるとともに、グル
ープ業務執行会議において徹底が図られています。経営計画の実行状況については、代表取締役及び重要な子会社の経営責任者で構成する経営
会議、並びに取締役会において定期的にフォローしています。 また、取締役については、その報酬に業績を反映させてインセンティブとする一方で、
任期を１年とし、経営責任の明確化を図っています。なお、重要な経営課題については、経営会議において重点的に審議し、所定の事項については
取締役会に諮ることとしています。経営会議は原則として月３回開催し、連結経営の見地に立って、経営方針・経営戦略・重要な経営課題などを審議
しています。 
 
（２）監査機能 
 監査役は、取締役会及び経営会議に出席するとともに、重要書類の閲覧や、代表取締役との定期的会合、社内部門及び子会社の監査を通じて業
務及び財産の状況の調査等を行っています。 
 また、当社との取引関係等のない社外監査役の選任により、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するとともに、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有する監査役を選任した上で、社内監査役と社外監査役の情報共有を行い、経営監視機能の充実を図っています。 
 なお、社外監査役は、その責任範囲を会社法第427 条第1 項及び定款第41 条に基づき、1 千万円又は会社法第425 条第1項に規定する額（監査
役報酬の２年分）のいずれか高い方を限度とする契約を当社と結んでいます。 
 
 さらに、内部監査部門である監査部が、当社グループの経営活動全般における業務執行が、法規並びに社内ルールに基づいて適切に運用されて
いるか等の監査を定常的に行う等、内部統制機能の向上を図っています。また、監査役と監査部は月次で情報交換を行っており、それぞれの監査
結果・指摘事項等の情報を共有しています。 
 
 会計監査については、当社の会計監査人である、有限責任あずさ監査法人の財務諸表監査を受けています。監査役及び監査役会は、会計監査
人からの監査計画の概要、監査重点項目の報告を受け、監査役会からも会計監査人に対し監査役監査計画の説明を行っています。監査結果につ

岡 道生 独立役員に指定しています。

会社役員としての豊富な経験と高い見識を生かし、公正
かつ独立した立場からの意見を取り入れることにより、監
査機能を充実させるため。なお、同氏は過去に川崎汽船
株式会社及びその関連会社の役員に就任していました
が、川崎汽船株式会社はグループ会社のよう 
な資本関係には無く、売上高に占める割合も０．１％未満
であることから、その独立性に問題は無く、独立役員とし
て適任であると判断しています。

取締役へのインセンティブ付与に関
する施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

ストックオプションの付与対象者

開示手段 有価証券報告書、営業報告書（事業報告）

開示状況 全取締役の総額を開示



いては、定期的に報告を受け、情報交換や意見交換を行うなど連携を図っています。また、必要に応じて監査役が会計監査人の監査に立ち会うほ
か、会計監査人から適宜監査に関する報告を受けています。 
平成21 年度（平成21 年4 月1 日～平成22 年3 月31 日）において会計監査業務を執行した公認会計士及び監査業務の補助者等は以下のとおりで
す。 
 
有限責任あずさ監査法人 指定社員 業務執行社員 黒崎 寛 
                 指定社員 業務執行社員 常本 良治 
                 指定社員 業務執行社員 北本 敏 
 
監査業務にかかる補助者の構成 
公認会計士 25 名 
その他 28 名 
 
なお、継続監査年数については全員7 年以内であるため記載を省略しています。 
 
（３）コンプライアンス体制 
 企業倫理に関する社内規則を整備するだけでなく、全社ＣＳＲ委員会に加え、グループ内の各組織に事業部門ＣＳＲ委員会を設置しています。さら
に、従業員に対しては「コンプライアンスガイドブック」の配布の他、e-learning 等によるコンプライアンス教育も充実させており、グループを挙げてコン
プライアンスに対する意識の向上を図っています。その他、外部の弁護士を窓口とする「コンプライアンス報告・相談制度」を定め、従業員が内部の目
を気にすることなく相談できる仕組みを構築しています。  



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主が十分な議案検討時間を確保できるように、株主総会開催日の３週間前に招集通知を
発送しています。

電磁的方法による議決権の行使
株主の利便性の向上を目的として、パソコン、携帯電話を用いたインターネットによる議決
権行使制度を採用しています。また、株式会社ＩＣＪが運用する機関投資家向け議決権電子
行使プラットフォームにも参加してます。

その他
当社ホームページへの招集通知の掲載、招集通知の英語版を作成しており、株主総会に関
して提供する情報の質の向上に努めています。

 補足説明
代表者自
身による説
明の有無

アナリスト・機関投資家向けに定期
的説明会を開催

当社は、第2 四半期決算及び本決算発表時の年二回、社長及び財務担当
取締役による決算説明会を開催しており、説明会では、決算実績及び業績
見通し、今後の経営戦略等の説明を行っています。

あり

IR資料のホームページ掲載

当社ホームページにＩＲ専用サイト（日本文及び英文）を設置し、主に次の
(1)～(7)の会社情報を掲載しています。(1)決算情報(2)決算情報以外の適
時開示資料(3)有価証券報告書又は四半期報告書(4)株主総会の招集通
知(5)Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｒｅｐｏｒｔ(6)アニュアルレポート(7)決算説明資料

あり

IRに関する部署（担当者）の設置 財務部ＩＲ課及び総務部文書株式課で対応しています。  

 補足説明

社内規程等によりステークホルダー
の立場の尊重について規定

「カワサキグループ・ミッションステートメント」において、川崎重工グループがステークホルダ
ーに対し果たすべき使命をグループミッションとして掲げるだけでなく、従業員一人一人に求
められるべき規範を、グループ行動指針として定めています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
「社会の持続可能な発展」に貢献する当社の姿勢を「環境憲章」として明確化し、企業経営
に環境を配慮する環境調和型経営を目指しております。また、当社の環境調和型経営や環
境保全活動については、ホームページや環境・社会報告書の中で紹介しています。

ステークホルダーに対する情報提供
に係る方針等の策定

適時、適切な会社情報を正確かつ公平に提供することを目的に、証券取引所の定める適時
開示規則に沿って情報開示を行っており、「会社情報の適時開示に関する規則」においてそ
の取扱いを定め、「会社情報の適時開示に関する基準」により開示情報を明確化していま
す。



Ⅳ内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

（ア）内部統制システム整備の基本方針
 

 
 川崎重工グループは、『世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する”Global Kawasaki”』という「グループミッション（果たすべき使命・役
割）」、「カワサキバリュー」、「グループ経営原則」及び「グループ行動指針」に示す経営理念を当社グループの全役員・全従業員によって具現化する
ために、適切な組織の構築、社内規定・ルールの整備、情報の伝達、及び適正な業務執行を確保する体制として内部統制システムを整備・維持す
る。また、不断の見直しによってその改善を図り、もって、グループの健全で持続的成長に資する効率的で適法な企業体制をより強固なものとしてい
く。 
 
（イ）内部統制システムの整備状況 
 
 当社は、以下のとおり内部統制システムの整備・維持・改善を進めているが、当社を取り巻く環境の変化等も視野に入れ、今後も必要に応じて見直
しを行うものとする。 
 
a.取締役及び使用人に関する内部統制システム 
 
(ａ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
（会社法第362 条第４項第６号、会社法施行規則第100 条第１項第４号） 
・川崎重工業企業倫理規則に則り、当社役員・従業員に対して「企業人としての倫理規定の実践」「人格・人権の尊重と差別の禁止」「環境保全の促
進」「法令及び社会のルールの遵守」「適正な会計処理及び財務報告の信頼性の確保」（以下「企業倫理の基本理念」という）を義務付け、法令、及び
定款を始めとする当社の諸規則等を遵守することを徹底する。 
・内部統制管理規則に則り、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全等の目的を達成し業務の適正を確保する
ため、社長を内部統制最高責任者、各事業部門長を内部統制責任者とする推進体制を適切に運用し、経営会議において内部統制システムの整備・
維持・改善を図るための各種施策を審議・決定する。また、執行役員・役職員・従業員それぞれに定められている役割と責任に基づき、内部統制シス
テムを統一的に運用する。 
・全社ＣＳＲ委員会規則及び事業部門ＣＳＲ委員会規程に則り、社長総括の下、役員他で構成される全社ＣＳＲ委員会及び事業部門ＣＳＲ委員会にお
いて川崎重工業企業倫理規則に規定される企業倫理の基本理念を遵守するための各種施策及び当社グループのコンプライアンスの徹底を図るた
めの各種施策を審議・決定し、各種法令遵守の啓蒙・教育活動の継続的実施により、法令遵守への理解と意識を常に高めるよう努めるとともに、そ
の運用状況のモニタリングを行う。 
・コンプライアンス報告・相談制度規則に則り、職制又は関係部門を通じたコンプライアンス違反の是正が困難な場合に、コンプライアンス違反に関す
る情報を内部通報できる制度を適切に運用し、コンプライアンス体制の充実を図る。 
・代表取締役から業務執行の委任を受ける執行役員を取締役会で選任し、執行役員に業務執行を委ねる一方で、執行役員を兼務しない取締役並び
に東京証券取引所の定める独立役員を置き、経営全般に対する取締役会の監督・監視機能を強化する。 
・内部監査規則に則り、監査部による業務監査を行い、業務執行の適正を確保する。 
・財務報告に係る内部統制の基本方針書に基づき、財務報告に係る内部統制の構築、評価及び報告を適切に行い、財務報告の信頼性を確保する。
 
(ｂ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
（会社法施行規則第100 条第１項第１号） 
・取締役の職務の執行に係る情報（議事録、決裁記録及びそれらの付属資料、会計帳簿、会計伝票及びその他の情報）は、文書取扱規則その他関
連する規則等に従い、適切に保存及び管理を行う。取締役、監査役及びそれらに指名された使用人はいつでもそれらの情報を閲覧できるものとす
る。 
・秘密情報の保護については、企業秘密管理規程、個人情報については個人情報保護規則により適正な取扱を徹底し、規則等に定められた方法に
よる検証や業務監査などにより、その実効性を確保する。 
 
(ｃ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
（会社法施行規則第100 条第１項第２号） 
・リスク管理規則に則り、社長をリスク管理最高責任者、各事業部門長をリスク管理担当責任者とし、想定されるリスクを当社グループ共通の尺度で
網羅的に把握し、リスク又はリスクによりもたらされる損失を未然に回避・極小化するためのリスク管理体制を適切に運用する。 
・経営戦略上のリスクについては、取締役会規則、経営会議規則、決裁規則に則り、事前に関連部門においてリスクの分析や対応策等の検討を行
い、規則に準じて取締役会又は経営会議において審議・決議を行う。特に、経営に対する影響が大きい重要なプロジェクトについては、別途、重要プ
ロジェクトのリスク管理に関する規則に則り、適切なリスク管理の実施を行う。 
・リスクが顕在化した場合の対応として、危機管理規則に則り、緊急事態における行動指針を明らかにするとともに、各事業所に危機管理責任者を
置き、損失を極小化するための体制を適切に運用する。 
 
(ｄ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
（会社法施行規則第100 条第１項第３号） 
・「カワサキグループ・ミッションステートメント」で明確にした当社グループの存在意義・役割を踏まえ、中期経営計画において事業部門毎に長期的ビ
ジョンを定め、将来の到達目標を共有する。 
・「カワサキグループ・ミッションステートメント」及び長期的ビジョン（「Kawasaki 事業ビジョン2020」）の達成に向けて、中期経営計画、短期経営計画を
策定し、これに基づいて各組織レベルにおいて目標を定めるとともに、役職員個々人の業績目標を設定し、達成すべき目標を明確化する活動に取組
む。また、それぞれの計画・目標は、定期的にレビューを行い、より適正且つ効率的な業務執行が出来る体制を確保する。 
・役割分担・業務執行権限と責任・指揮命令系統などを業務分掌管理規程と決裁規則等に規定し、役職員の権限や裁量の範囲を明確化している。
また、執行役員規則に則り、取締役会の決議に基づき執行役員を選任し、「業務執行体制」を明確化している。これらの体制を適切に運用することに
より、各事業・各機能分野における業務執行の効率化を図る。 
・取締役会決議と社長決裁に向けての審議機関として経営会議を設置しており、経営会議における審議を通じて取締役の職務執行の効率性を確保
する。また、経営方針・計画の周知及び意思統一のための、執行役員全員を対象としたグループ業務執行会議を開催する。 
・カンパニー制度に則り、各事業部門は、委譲された権限と責任の下に自ら意思決定を行い、環境の変化に適応した機動的な事業運営を行う。 
 
ｂ.企業集団における内部統制システム 
 
当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 
（会社法施行規則第100 条第1 項第5 号） 
・当社グループ各社における経営については、その自主性を尊重しつつ、「カワサキグループ・ミッションステートメント」及び中期経営計画等に示され
る基本的な考え方・ビジョンを共有することを通じ、企業集団全体として業務の適正を確保する。 
・内部統制管理規則に則り、当社は、親会社の立場で子会社の内部統制を統括し、グループ全体として業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼
性、法令等の遵守、資産の保全等の目的を達成し業務の適正を確保するための体制を適切に運用する。 
・また、当社は、子会社の株主として株主総会における議決権行使による統制を行うとともに、関連企業規則・決裁規則によって子会社運営の重要
事項決定等の統制を行う。具体的には、子会社へ適宜非常勤取締役・非常勤監査役を派遣することによって経営の監督・監視を行うとともに、子会
社を統轄する関連企業総括部を設置し、各社の役割の明確化により、適正なグループ経営を管理する体制を確保する。また、関連企業非常勤役員
内規に則り、当社から派遣する非常勤役員に対する啓蒙・教育を行う。 
・グループ内部監査を統轄する監査部は、当社及び子会社の業務監査・財務報告に係る内部統制の評価の実施により、業務の適正性の確保及び
グループ間の不公正な取引を防止する。 
・全社ＣＳＲ委員会規則に則り、当社グループ全体として企業倫理の基本理念・コンプライアンスに関する方針・各種施策を審議し、運用状況をチェッ
クする体制を確保する。 
 
ｃ．監査役の適正監査確保に関する内部統制システム 



 
(ａ)監査役がその職務を補佐すべき使用人の設置を求めた場合の使用人に関する体制 
（会社法施行規則第100 条第３項第１号） 
・監査役の要請に応じて必要な要員（監査役付）を配置する。 
 
(ｂ)監査役の職務を補佐すべき使用人の取締役からの独立性に関する体制 
（会社法施行規則第100 条第３項第２号） 
・監査役の職務を補佐すべき使用人（監査役付）は監査役の指揮命令に服するものとし、その人事は、監査役の同意を必要とする。 
 
(ｃ)取締役及び使用人が監査役会又は監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制 
（会社法施行規則第100 条第３項第３号） 
・監査役は、取締役会、経営会議、グループ業務執行会議や全社ＣＳＲ委員会、全社リスク管理委員会などの全社会議体へ出席しており、取締役及
び使用人は、これら会議を通じてコンプライアンス・リスク管理・内部統制に関する事項を含め、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに職務遂
行状況などを報告する。また、取締役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに監査役会に報告する。 
・使用人は、決裁規則に基づく社内稟議の回覧を通じて、監査役に対して業務執行に関わる報告を行う。 
・監査部並びに会計監査人は、適時、監査役に対して、各事業所・グループ各社に対する監査状況についての報告及び情報交換を行う。 
 
(ｄ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
（会社法施行規則第100 条第３項第４号） 
・取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的に会合を開催するとともに、監査役は、取締役会・経営会議などの重要な会議に出席し、
取締役の職務執行に関して直接意見を述べる。 
・取締役は、監査役と監査部が連携を進め、より効率的な監査の実施が可能な体制の構築に協力する。 
・監査役の選任議案や監査役報酬等について、法令・定款に従い監査役の同意、あるいは監査役会の決定を得る。 
 
ｄ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況 
 
 当社グループは、反社会的勢力からの不当な要求に対し、毅然としてこれを拒否するとともに、反社会的勢力との一切の関係を遮断するため、全
従業員に対し「コンプライアンスガイドブック」を配布し、その第1 項で「反社会的勢力への利益供与」を禁止し、具体的禁止事例を列挙している。「コン
プライアンスガイドブック」記載事項については、単に配布するだけでなく、研修を行うことなどによって周知徹底を図る。 
 また、社内体制としては、反社会的勢力排除に係る対応総括部署を本社に設置し、警察等外部の専門機関との緊密な連携を構築すると共に、関
係部門と連携の上、反社会的勢力からの不当要求に対し組織的に対処する。 
 
参考資料「模式図」：巻末「添付資料」をご覧ください。  



Ⅴその他 

１．買収防衛に関する事項 

 現時点では買収防衛策を導入する予定はありませんが、当社の取組みを支持してくださる株主をはじめ、全てのステークホルダーの皆様の利益を
損なわないため、当社としてどのような対応をとるべきか検討します。 
 なお、当社は中期的視点を踏まえた経営戦略を立案・実践し、かつ、株主をはじめお客様・従業員・地域社会等のステークホルダーの皆様に対して
も透明性の高い経営を行い、円滑な関係を構築しながら、効率的で健全な経営を維持することにより企業価値の向上に取り組んでおります。 
 このような企業価値向上への取組みとその成果が、株式市場において公正に評価され、株価に正しく反映されることが重要と考えており、そのた
め、適切な情報開示を行うとともに、株主の皆様とのコミュニケーションを深めていくことに今後とも注力いたします。  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

当社を取り巻く環境の変化等も視野に入れ、必要に応じてガバナンス体制の見直しを行います。  
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【【  参参考考資資料料：：模模式式図図  】】  
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